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ベ ト ナ ム の ｢ま ら｣

- 特に ｢くに｣との関連を中心として- 1

白 石 呂 也*

VietnameseCitiesandtheStateintheP∫e-modernEra

MasayaSHIRAISHI*

ThisessaydiscussesVietnamesecitiesinthe
pre-modernera,especiallytheirpolitical signifi-
CancetotherulersofstatewllObuiltthem.The
firstsectiontakesissuewiththeassertionmade

bycertain scholarsthattileurban genesisin
Vietnam wasnothing buttIleproductofthe

Chinesecolonization,andattemptstodemonstrate
thatVietnamesecitiesweretheoutcomeofthe

internaldevelopmentofthe indigenoussociety.
Thesecond section,which focuseson various

talesontheguardianspiritsoftheThangLong
capitalcited in Sin°-Vietnamese documents,
furtllerSupportsthispoint.Thethird section
discussesthepoliticalsignificanceoftht∋walled

は じ め に

｢古典的な都~車の第-の標識は都市を囲ん

でいる城壁にある｣ と,大室幹雄氏 [1981:

4]は指摘する｡ この指摘は ベ トナムにおい

て も例外ではない｡ ベ トナムにおける城壁都

ー車,これが本稿の主題である,,

城壁 の建 設 は政治権 力の存 在を前捉 とす

る｡城明の存在は,そこに守るべ き政治権力
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citiesandthecitywallsbuiltもytherulersof

independentVietnam.
Thefourthsectionarguesthatcitieshadtwo

functions.GenerallyspeakingVietnamesecities
consistedoftwoparts:politicaland ritualcen-

tersfortifiedbywalls;andsurroundingquarters
lVherecommonersengaged in commercialand
productiveactivities.Althougllthestaterulers

tried tocontroltheouterparts ofthecities,
theeconomicactivitiesconducted therebythe

commonpeopleshouldberegardedastheout-
comeandareflectionoftheeconomicdevelop･
mentinVietnamesesocietyasawhole,partic -

ularlyintheruralareas.

が内包されていることを意味 し,また政治権

力の介在を もって しては じめてその建設は可

能 となる｡城畔の建設と経営は,政治権力者

にとっての-大事業である､｡城壁の存在は,

国家の意思を反映 し,また象徴する｢⊃

しか しながら都市は,政治権力者 と彼 らの

営む政治的 ･儀礼的機能のみによって構成 さ

れているものではない｡都市にはまた,政治

権力者が支配の対象 とみな している一般庶民

が生活 し,生産活動や商業活動に従事 してい

る｡都市の生成 と発展について論ずるために

は,都市の持つ政治的機能 と経済的機能の双

方に着 目し,その両側面か ら検討を加える必

要があるであろう｡ しか し,その両側面を木
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稿において等分に扱 うためには,与え られた

紙幅の制限と,また何よりも筆者の準備不足

か らして,とうてい望むべ くもない｡ したが

って本稿においてほ,ベ トナムにおける ｢ま

ち｣を ｢くに｣との関連において捉えること

に重点をお くこととしたい｡

Ⅰ

大重民は,ベ トナム北部を含めた東アジア

における城壁都市の出現を, ｢シナ化 と都市

化 と植民地化 との三位一体の歴史現象｣ とし

て捉える [同上書:13]｡ すなわち城壁都市

の出現は,漢 -シナ人 (Ham-Chinese)によ

る植民地化 (colonization)の具象 的 な表現

にはかな らず,その植民地化の過程 とは,と

りもなおきず非 ｢中国｣的 な地 域 の シナ化

(cinisization)の過程にはかな らない｡ ゆえ

に,シナ化 とは端的にいって都市化 (urban-

ization) の ことで あると論 ず る [同上書 :

12-17]｡

フィー トリー氏のベ トナムにおける都市の

発生 (urban genesis)の議論 も, 以上のよ

うな大 重 民の見解 と発 想 を 同 じくする｡ フ

ィー トリー氏は,東南 アジアにお け る都 市

の発生を 2類型にわけ, それ ぞ れ を urban

imposition お よび urban generation と呼

ぶ｡前者はベ トナムにみられるもので,中華

帝国の版図の拡張によって,中国式の植民地

都市 が形成 されたとみなす｡後者 は他 の東

南 アジア地 域, すなわちインド化 した地 域

(Indianizedrealms)にみられるもので, そ

れぞれの社会の内在的な発展 と階層化の延長

上に都市の発生があったとみなす [Wheatley

1979:288-289]｡ ここでは,ベ トナムの都市

は,中国による征服,中国による植民地都市

の形成,外部か らの中国化の強制の過程に発

生 した ものと了解 され,他地域のインド化 し

た都市類型 と対比されている｡ このようなフ
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ィ- トリー氏の見解は,明 らかにセデス氏の

有名なテーゼを継承 し,それを都 市発 生 の

問題に適用 した議論にはかな らない｡ すなわ

ち,セデス氏は,中国化 とインド化 とを対比

的に捉え,前者は中華帝国による領土的 ･政

治 的 な支 配の結果であり,後 者はより平 和

的 ･間接的な文化的浸透 と受容の結果である

とみなす ので あ る [CoedとS 1968:34-35;

セデス 1980:58-59,60]｡

だが,このような議論は,果た して妥当な

ものとみな してよいのであろうか｡

中国のベ トナム支配は, 通常,紀元前 111

年の漠武帝による南越攻略をもって開始され

たとされて い る [片倉 ;富沢 1977:54]｡

無論南越 自体は,広東に本拠をお く中国人の

独立王国であったのだか ら,南越のベ トナム

支配 (207B.C.)をもって, 中 国支 配 の唱

矢 とする解釈 もなりたつであろう｡ 事実 フィ

ー トリー氏 [Wheatley 1979:292]は,南

越による Lac (舵 ) tribesの支配 と城砦都

市の建 設 をもって, ベ トナムにおける都 市

発生の端緒とみな して い る｡ だ が,デ ー ヴ

ィッドソン氏 も指摘 す る ご と く [Davidson

1979], この南越の支配以前に, すでにベ ト

ナムの紅河流域には独 自の国家が形成されて

いたのである｡それは雄王の文郎国 (9-258

B.C.)と安陽王の甑洛国 (257-208B.C.)で

ある｡

国家の形成を首都の建設 と結びつけて考え

るのは,現代の研究者に限 られたことではな

い｡ 清輝注は1821年に完成 した 『歴朝憲章類

誌』[巻 1 :輿地誌]の中で,｢我題 目雄王立

図,分界建都｣と述べている｡ 雄王の建国に

関 して同書 [同所]は, ｢雄王建国, 統文部

園, 都峯醐 (中略), 分国馬十五部 (原文で

は十五都 とあるが,これは誤 とすべ きであろ

う)(中略), 王所居日文部国｣ と記 し, 『大

越 史記 全 書』 [外 紀巻 1:鴻施 紀堆 王]は

｢雄王之立也, 建国競文部国 (中略),分国
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馬十五部 (中略), 其日文部, 王所都也｣と

記す｡ただ し,文郎国の首都に関 しては,そ

の位置や規模などについての具体的な記述は

な く,またその遺跡が発掘されたとの報告 も

未だない()その首都が城塁を建 設 した か否

か も不明である [Le Tu'o'ng;Nguyさn L¢c

l979]O

次の安陽王に 関 して 『歴朝憲章類誌』 [巻

1:輿地誌] は, ｢安 陽 王 既 滅雄 王, 改 図

号虎冒陳洛 (中略),都封漠,今古螺城｣ とし,

『大越史記全書』[外紀巻 1:萄紀] は,｢王

統併文部園, 改図号虎冒陳約0 (中略)王於是

築城干越裳,贋千丈盤旋如螺形,故紙螺城,

又 名思 龍 城｡ 唐人呼日良嵩城,謂其城最高也｣

と記す｡ この古螺 (C6Loa)城の遺跡は発掘

されており,その実在 と形状,規模が確認さ

れている｡ その位置は,現在の-ノイ市,か

ってのフクイェン (PhdcYen)省に属 する

ドンアィン (I)bngAnh)県である [NgaThを

Th主nll 1979;TramQuocVuong;Nguyen

vinh Long 1977‥ 14ff.;tTy Ban Khoa

HOCX孟HOiVietNam 1971:69ff.] ｡1)

ここで注 目すべ きなのは,少な くとも南越

支配以前の安陽王の時代 に は,す で に都 に

｢城｣が築かれていたことである｡安陽王の

時代の国家は部族連合国家の域を出なかった

であろうか ら [片倉 ;吉沢 1977:51153],

そこにあった城壁都市 も,性 格 的 に は中 国

の殻時代の都市国家に類 した ものであったろ

う｡ また,安陽王の都市国家が,中国化 した

支配者をいただき,中国的な都市の要素を多

少な りとも備えていた可 能 性 は強 いo Lか

し,ここにおける城壁都市の発生が,中国に

よる直接的な支配以前にみ られることは否定

し難い｡また,たとえそこに中国化の形跡が

1)三重の土塁に囲まれ,その総延長は 16km 以I
上に達する｡遺跡の復原図は UyBanKhoa
H9CX云H¢iVietNam [1971:71]｡桜井

[1979:26]に再録｡

認め られたとして も,その中国化の現象は,

セデス氏のテーゼにいうがごとき,中国によ

る支配-植民地化を伴 うものであったわけで

はない.｡ベ トナムにおける城壁都市の発生 と

中国化 という現象は,ベ トナム以外の東南ア

ジア地域における都市の発生形態,すなわち

urbangenerationや インド化の過 程 と, さ

ほど事情が異なっているとは思われないので

ある｡

この点は, 1,000年に及ぶ 中国の政治的支

配ののちに成立 したベ トナムの諸王朝の都市

建設に関 して も,事情は同 じであると思われ

る｡無論中国支配期に,中国の諸王朝が交州

支配のための拠点をおき,それが城砦の形態

をとったことは事実である｡ 前漢は交州の治

所を龍編 (LongBien)2) においたo 後 漢期

になると,3) 徴姉妹の反乱 (40-43年)を鋲圧

した中国人高官馬接は,乱平定後,西干県を

二分 して,そのうちのひとつの封渓県に ｢蟹

江城｣を築いたが,その名の い わ れ は城 の

形状が ｢囲如璽｣であったことによるという

2)龍編の位置には諸説があるが,桜井由窮雄氏

[1979:27-28]の考証によれば,ハノイ東北方
20km余の安豊県 (すなわち現在の H畠B鼻C省

YenPhong県)説をとるのが妥当である｡

3) 『大越史記全書』[外紀巻3:属西漠紀]には,
前漢期の治所は龍編,後漢期は蓮冷 (M仝Linh)
におかれたとある｡ 蓑冷には前111年から後30
年まで交州内の-郡たる交E止郡の治所がおかれ

[DinhVanNhat 1980a:35],また40-43年
に反乱をおこした徴姉妹がここに都をおい
た｡ その位置についても諸説があり,桜井氏

[1979:12-18]は山西省安朗県,すなわち現在
の Vinh Phd省 M昌Linh県 [Hoang D争O
Thdy 1976:118,132]とす るが,デ ィン･
ヴァン･-ヤト氏 [DinhV畠nNhat 1980a;
1980b]は, これに対して TrangC6L6i(覗
在の-ノイ郊外 Th串ChThat県 TanXa祉)

説をとる｡また同氏 [1980b:43ff.]によれば,
この地域には古くより雑将 ･雑侯の城塁があ
る｡ かつまた徴姉妹の王宮と比定される地点の

南方には Nam Giaoという名の村 (lang)が
あり,徴姉妹が南郊壇を設けた可能性の大きい

ことを示唆しているとする｡
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[大越史記全書 外紀巻 3:漠建武九年]｡こ

こに,中国人支配者が県 レベルに ｢城｣を築

き,ベ トナム人の反乱に備えたことが看取で

きる｡ 現在の-ノイの地に あた る宋平 に交

州の治所がおかれるようになったのは,晴支

配期の 6-7世紀ごろのことであったという

[桜井 1976:159;TrまnHuy Lieu 1960:

13;TramQuocVuong;NguyenVinhLong

1977]｡『大越史記全書』 [外紀巻 5:唐武

徳 元年]によれば, 唐代 の621年 には ｢子

城｣が築かれた ｡ これは-ノイの蘇i歴(T6
L皇ch)江岸にたてられたという [TranQuoc

Vuong;NguyenVinhLong 1977:16]｡

ついで767年には唐の経略使張伯儀が ｢羅城｣

を築いたことが,『大越史記全書』[外紀巻 5:

唐大歴二年]にみえて い る｡ 子城,羅城 の

原義は,それぞれ,前者が重要機関を囲繰す

る小規模の城明,後者がそれをとり巻 く外側

の城壁の意であるのだか ら [曾我部 1976:

24ト242],767年になって 城壁が二重 となっ

たことを示唆するとみてよいかもしれないLJ

羅城は791年に補強された らしい [TrまnHuy

Lieu 1960:14]｡さらに808年 に は交 州都

護張舟が ｢大羅城を増築｣ したと 『大越史記

全書』 [外紀巻 5:唐元和三年]にあり, 捕

強が重ねて行われたことが窺えるとともに,

この時までには ｢大羅城｣という呼称が用い

られていた らしいこともわかる｡864年高断

揺,860年に -ノイを攻略 した南詔軍 (雲南

より南下)を征討するために ｢都護纏管経署

招討使｣に任ぜ られ,その任務を果た したLつ

866年捷報に接 した唐の皇帝は, 交州に静海

軍をおき,初代の節度使に高餅を任命 した｡

高断は ｢羅城｣を再建 した [同上書 :唐成通

五年,六年,七年]｡

このように して中国服属期のベ トナムに,

中国人支配者が城砦ないしは城壁都市を建設

したことは,争われぬ事実である｡ しか し,

唐滅亡 (907年)後, 政治的独立-建国を再
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度かちとったベ トナムの土着支配者層は,こ

のような中国服属期の城壁都市を,そのまま

継承 したとみな してよいのであろうか｡中国

の南漠の攻略軍を打破 して939年自立 し王を

自称 した呉権は,螺 城 に都 して い る [同上

普 :呉紀]｡彼がその都を, 中国諸王朝に服

属する以前のベ トナム独立支配者の敵地にお

いた一事は重要であると思われる｡ついで十

二使君の群雄割拠を平定 して,967年 はじめ

て帝を名乗 った丁部領,すなわち丁先皇は,

華間に都 している｡『大越史記全書』[本紀巻

1:丁紀元年]には,｢帝即位, 建国競大軍

過,徒京邑干華聞洞 ,聾新都,築城整池,起

宮殿,制朝儀｣とある,筆問 (HoaLu')は

ニ ンビ ン (NinhBinh)省,現在の HaNam

Ninh省 GiaVien県,すなわち紅河デルタ最

南端沿いの丘陵周辺に位置する [桜井 1980:
℡

619地図,621-625;UyBanKhoaHqcXa

HやiVietNan 1971:144] ｡ 丁氏,さらに

それを継いだ袈 氏 (前袈朝)の短命 な政権

は,ともにここに都をおいた ｡ この 2王朝の

故都について 『大南一統志』[寧平省:古蹟]

には,｢丁袈故都,在嘉遠懸西北 (中略),育

内城外城,及石間,東橋,塵橋,夢橋, 前iTJi1
堤,塔寺,-柱寺諸名号,故地尚存｣云々と

あり,そこには内城,外城が備わっており,

かなり本格的な都城建設の行われたらしいこ

とを伝えている｡このように して,呉氏,丁

氏, (前)繁氏などの独立 ベ トナムの最初の

諸王朝が,中国支配期以前の独 立 ベ トナム

王国の放都に都をおいたり,あるいは全 く新

たな土地に都を新設 したことは,注 目に値す

る｡10世紀のベ トナム土着支配者層が,中国

人支配者の城砦をそのまま継承 しなかったこ

とは,明白である｡

しか し,1010年ベ トナム最初の永続王朝を

築いた李公絶すなわち李太祖は,都を狭院辺

境の草間から,｢高王の故都｣たる ｢大羅城｣

に移 し, 昇龍城 と命名 した [大越史記全書
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本紀巻 2:李紀一版天元年]｡｢高王｣ とは情

代の節度使高噺のことである｡ しか し,こ0)

ことも,李太祖が,悟の中国人支配者が建設

した城砦をそのまま引き継いだ ことを意味す

るのでは,決 してない｡李太祖による遷都の

時には,かつての唐代の城塁はすでに失われ

ていた,とチ ャン ･フイ ･リェウ氏は論ずる

[TranHuyLieu 1960:18]O李太祖が,独

立ベ トナムの首都にふさわ しい都城建設 に新●

たに着手 したことは,記録の上か らも確認で

きる｡すなわち彼は,遷都の年に,昇龍京城

のうちに諸宮殿をたてる詔を発 したoそれは

｢硯朝之所｣ としての乾元殿を中心に,笑覧

磨,講武殿,それ らの後方の皇帝の寝所たる

龍安,龍瑞の 2殿,さらに官女の居所たる翠

華,龍瑞の 2宮などであり,また城内外に寺

院を も建立 した [大越史記全書 本紀巻 2:

李紀一服天元年]｡つまり, 皇帝や官女の屠

所や,政治 ･儀礼のための中核の建築に,ま

ず手がつけられたのである｡ついで即位 5年

日の1014年冬10月の項 [同上書 :順天五年]

には,｢築昇龍京四囲土城｣ とあり, 京城,

すなわち首都全体を囲続する土城の築かれた

ことが窺われ る｡ この土城は,その後たびた

び修築の手が加え られた｡ すなわち,1024年

の項 [同上書 :順天十五年]には ｢修治昇龍

京城｣ とあり,また李朝 4代仁宗期の1074年

の頃 [同上書 本紀巻 3:李紀二英武昭勝三

年]には ｢修治大羅城｣などとある｡

このように して,李 朝 は暗 ･唐 代 の 中 国

人支配者の植民地経営の中心地に都をおいた

が,そのことは中国支配期の城砦をそのまま

継承 したことを意味するのではな く,独立ベ

トナムにふ さわ しい都城を全 く新たに建設 し

たことがわかるのである｡なお,首都の中核

部分に関 しては,李朝 2代太宗の1029年に大

改築が行われ,その周囲に城一重を築いて龍

城 と名づけ,またその東方に長春殿,またそ

の翌年には長春殿に隣接 して,聴政のための

天慶殿を築 き,一一一層の整備がなされた [同 ヒ

吉 本紀巻2:李紀-天成二律, 三年十 ま

た京城の区域に関して も,太宗期の1035年に

｢創立西街市｣4)とあり [同上書 :通瑞二年],

市街区の整備 も並行 して行われている｡

李朝の建設 した昇龍城は,1225年季氏か ら

帝位を奪 って新王朝をたてた陳朝 (-1400年)

によって も継承 された ｡ 陳朝は1230年に城内

に宮殿を増築 した [同上書 本紀巻 5:陳紀

-建中六年] ほかには,さ ほ ど 目立 った改

築の手を加えていない [桜井 1976:160] ｡

1400年陳氏の政権を纂奪 した胡李輝 は,それ

に先だって1397年陳朝の皇帝に逼 って,都を

自分の出身地の括化府に移 している｡短命な

胡氏政権 は,中 国の明軍の侵略の前に瓦解す

る｡ しか し,明の 20年にわたる支配 (1407-

1427年)に終止符 を打 った架 利 (袈太祖)

は,1428年首都を再び昇龍に移 している｡裂

朝は,宮城の東方に東宮を 増 築 した もの の

[Hoangi)aoThdy 1974:1O],基本的には

李 ･陳朝の諸王宮を引き継いでいる｡このよ

うに して昇龍 は,胡氏の某奪期間と明の支配

期を除いて (ただ し,明 もそのベ トナム支配

の中心地を-ノイにおいた),李 ･陳 ･裂の 3

王朝にわたって独立ベ トナムの帝都 として,

時の権力者の栄枯盛衰を 目撃 し続けたのであ

■,) ･

以上要するに,10世紀に中国の政治的支配

か ら独立 したベ トナムは,中国の植民地経営

の牙城をそのまま継承 したのではな く,独立

ベ トナムにふさわ しい独 白の都城建設を心掛

けたのである｡また,中国人支配者の城砦 と

の間には明白な断絶が存在する一方で,前裂

朝は丁朝の華間を継承 し,陳 ･架 2朝は李朝

4)李太宗通瑞2年11月の項に ｢帝衝天慶殿,訊胡
氏,翫慶獄｡並切肉刺骨子西市｣とある [大越

史記全書 本紀巻2:通瑞二年]ので,｢西市｣
とも呼ばれていたのであろう｡ なお,市での公
開処刑は,舌代の中国でもしばしば行われてい
る｡
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の昇龍を受け継 ぐといったように,ベ トナム

独立諸王朝問の都城経営には, 明白な連続性

が存在 したのである｡

無論独立ベ トナムの諸王朝が建設 し,経営

した都城は,中国の都城建設のパター ンにな

らうものであったろう01397年胡 (餐)季犀

によって清化省安孫洞に建設された西都城に

しても, ｢築城,整池,立廟社, 開街巷｣ と

いう手順を踏み [大越史記全書 本紀巻 8:

陳紀四光泰十年], また その城外に土を築 き

羅城 とな した [大南一統志 清化省 :古蹟胡

城] ことにかわ りはない｡ しか し,ここにみ

られる中国化 とは, 1,000年にわたる 中国支

配がお しつけた文化的帝国主義の結果である

とみなすよりも,独立ベ トナムの統治者が,

自己の目的と意図を実現するために,積極的

に中国式の文物を採用 (しか も主 体 的 に取

捨選択) した結果であるとみなすべ きであろ

う｡事情は,日本の支配者が平城京や平安京

を建設するにあたって,中国の制度を自主的

に採用 したことと,さほど異なっているとは

思われないのである｡またインド化 した東南

アジア各地の支配者の首都の建設プランが,

インド的な宇宙観 と様式に沿 った もので あ

ったのと,大差があるとは思われないのであ

る｡

Ⅱ

李太祖の新設 した昇龍城 と,唐代の中国人

支配者の建設 した大羅城 との問の,微妙では

あるが,恐 らくは本質的な断絶性は,その城

隆神 (都市守護神)にまつわる説話の中に,

象徴的に示 されているように思われる｡

李太祖が1010年に昇龍に各種の宮殿を建設

した際, 同時に城陛神を祭 ったことは, 『大

越史記全書』[本紀巻 2:順天元年]に ｢治城

陛｣と記されていることか らも確認できる｡

この城陛神の起源については,もともと2
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種の伝承があった らしい｡ ひ とつ は龍 月土伝

承であり,いまひとつは鮎涯江神の伝承であ

る｡ 昇龍城の守護神は宮城内 の濃 (Ndng)

山に祭 られた [TranQuocVuong;Nguyen

VinhLong 1977:15,19]が, その位置は

乾元殿の真北,すなわち宮城の南北に走る中

心軸の北端に位置する [VietnameseStudies

1977:巻末地図]｡ 『大南一統志』 [河内省 :

山川濃山]によれば,この濃山は別名を ｢龍

月土山｣といい,そのいわれ は ｢青 侍 山中有

-礼,乃是山揮通気,改号竜月土｣であったか

らだという｡ すなわち,地 中 と気 を通 ず る

深孔を龍虻 と称 したのである [Tran Quoc

Vuong;Nguyen VinhLong 1977:15]｡

また15世紀に編纂された 『嶺 南択怪 侍』 の

｢龍度王気侍｣によれば,李太祖が城を建立

した時に,龍度王が神人 となって夢枕にたっ

たので,これを ｢昇龍城陛大王｣に封 じたと

いう.｢龍度｣(LongI)令)は ｢龍月土｣(Long

D6)に通ずるとみな してよいであろう｡ 龍度

に関 しては,13世紀 ごろに編纂 された 『越旬

幽霊集』の中にも ｢贋利聖佑威商事魔大王｣

(以下 ｢贋利｣)の説話 としても記載 されて

いるが,これについては後述する｡

もうひとつのタイプの城陛神の起源,蘇涯

江神については, 『越旬幽蛋集』の ｢保 園顛

蛋定邦国都城P皇大王｣(以下 ｢保国｣)によれ

ば,かつて姓を蘇,名を歴 という人物が住ん

でいた｡彼は唐代に中国人支配者によって城

陛神に奉 られ,李太祖の遷都に際 しては,そ

の夢枕 にたったので,｢国都昇龍城陛大王｣

に封ぜ られたという｡ ただ し,この説話にあ

って蘇歴は,もともと龍度令であって小江岸

上の龍度郷5'に住んでいたとされ,すでに龍

5)龍度は蘇歴江両岸の集落の古名でもあったとい
う [TranQuocVuong;NguyenVinhLong
1977:15]｡郷は村落にあたる [桜井 1975:
28]｡しかし『起句幽塵集』｢開元威顧隆著忠武

大王｣の説話には ｢‥･-安達村｡其村爽竜度慈



白石 :ベ トナムの ｢まち｣

度 (旺)伝承 との一体化がなされている｡ま

た 『徹南択 怪樽』の ｢蘇淀江樽｣6'に お いて

は, 庚の都護高断が羅城を築いた時に,紅河

に流入する小江上で姓を蘇,名 を涯 とい う

神人に出会 ったので,その小江を蘇澄江 と名

づけ,また夢の中でその神人が ｢我是龍旺之

精,地産之長｣であると告げたというD ここ

で も龍月土伝承 との一体化がなされている｡

このように して-ノイの城巨皇神は,青副仕の

精,すなわち地中と気を通ずる地霊,山霊 と

しての属性 と,蘇涯江神,すなわち-ノイの

城の北西を流れて紅河に流入する小江の江神

としての属性が合体 したものである｡この城

陛神 と中国人支配者の関係について,『越 旬

幽蛋集』の ｢保国｣によれば,すでに唐の李

喜元7'の遷府,高断の大羅城建設にあたって

城陛神に奉 られてお り,李 太 祖 の遷 都 時に

はじめて祭 られたのではないということにな

る｡ つまりハノイ城陛神はすでに中国人支配

者によって祭 られており,李 太 祖 はそ れ を

単に継承 しただけであったとの解釈 もな りた

つ｡ しか し,ここで注 目したいのは,唐代の

支配者 と城隆神 との関係を友好的 (ない しは

中立的)に描いているのは,む しろ例外であ

って,他の伝承 はい ずれ も両者の関係を対立

的な ものとして扱 っていることである｡

例えば 『嶺南酔 怪樽』の ｢蘇涯江侍｣によ

れば,高駅は蘇腰江神の出現に驚いて壇を設

廉二懸｣とあって,｢竜度｣県の名前がみえてい●
る｡ただし 『大南一統志』｢河内省:建置沿革;
山西省 :建置沿革]の古名には,慈廉の名前は
記されているが,竜 (龍)度は見出し得ない｡

6) ここに依拠した 『嶺南濃怪侍』のうち,サイゴ

ン出版の越語対訳版には,目次に ｢蘇歴江停｣

の項目があるものの,本文には題字が欠けてい
て,｢南詔侍｣ の後半部分にいれられている｡
ただレ ､ノイ出版の越訳版は,独立した一項と
して扱っている｡なお 『大南一統志』[河内省二
山川蘇渡江]には,この 『嶺商標怪侍』の内容

が部分的に引用されている0
7)李元嘉のことであろう｡本稿105ページ参照｡

け,また金銀銅鉄を もって符 とな し, 3昼夜

の諦呪ののちに狩を地中に埋めて江神を鎮め

ようとしたL〕しか し,その夜雷電が轟発 し大

風雨がおこり,符のことごとくが地表に露出

して灰塵に帰 し飛散 した｡8)高駅は これをみ

て,この地には霊異の神がおり,長 くとどま

れば凶禍を招 く,早 く北 (中国)に帰 るべ き

だと嘆 じたという｡事実,彼は中国に召還 さ

れたのち,殺害 されるという凶禍にあった,

と伝承の記述者はつけ加える｡『嶺南折怪侍』

の ｢龍度王気侍｣ と 『越 旬 幽蛋 集』の ｢贋

利｣の内容は,ほぼ同工異曲である｡それに

よれば高断が大羅城を開いた時に,東城門で

仙人が出現す るのをみた ｡ 人 を求 め て祈宿

したが,その正体は不明であった｡夜になる

と,仙人が夢枕にたち,白分は龍度王気であ

る,疑 うなかれと告げた｡ しか し,高駅は扉司

(あるいは法壇)を設け,その神の形状を像 と

し,鋼鉄をもって符 とな し,これを圧鋲せん

とした｡すると忽然と激 しい風雨がおこり,

岡 を壊 し, 地 を掘 って符 を地 中よ り引き出

し,砕いて灰髄に帰せ しめた｡高断 はこれを

みて怒 り,われ北に帰 るべ きを知 るといった

という｡

これ らの伝 承 にあって, -ノイの土 地神

は,中国人支配者にとってあくまで異郷の霊

異であって鎖圧すべ き対象 として扱われてい

る｡ しかも土地神の霊力は,中国人支配者の

霊力を上回 っていたと解釈 されている｡9) 他

方,昇龍城を築営 した独立ベ トナムの支配者

にとって,この土地神はどのようなものとし

て扱われているのであろうか一､

『起句幽蛋集』 の ｢保国｣ と 『街商 拒 怪

8)ベトナムにおける呪術信仰の史的素描は,グェ
ン･カック･カム [1974]を参照｡なお高駅自
身も,ベトナムの伝承においては,卓越した呪術

者であったと信じられている[同上論文:118] ｡

9)Yamamoto [1970:92]をも参照｡なお,高

餅に関しての本稿と対照的な評価は Taylor
[1976:153-155,174]｡
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樽』の ｢龍度王気侍｣ とには,李太祖 との折

衝についてほぼ同一内容の記 事 が載 って い

る｡ いま前者によれば,李太祖が遷都 した時

に翁が夢枕にた った ｡ 翁が再拝稽首 し万歳を

称賀す るので,帝はこれを怪 しみ姓名を問 う

と,翁 はそのゆえんを詳 らかに奏 した ｡ 帝は

笑 って ｢尊神 は 100年香火を保てるのか｣ と

問 うた ｡ 翁が答えるに,｢皇図が盤泰であり,

聖寿が無強であり,内朝 と外部が泰和である

ことを願 ってお ります｡ 臣は 100年香火を保

つのみではありません｣ と述べた｡ 目ざめた

皇帝は,この神を ｢国都昇龍城陛大王｣に封

じた｡ また居民が祈痛盟誓す ると,たちどこ

ろにその霊験があらたかにな った という｡

唐代の中国人支配者 は土地神を鎮圧の対象

とみな し, それが夢枕にたった の に無 視 し

た ｡ 李太祖 は,夢枕にたった土地神の言を う

けいれ,彼を守護神 として過 したのである｡

しか もこの守護神 は,李朝支配者によって祭

られたのみな らず, ｢居民｣によっても信 仰

されていた ことが,いま引用 した伝承か らも

窺われる｡

さらに 『嶺南鰍 匡侍』の ｢龍度王気侍｣に

よれば,人 々は龍度神を霊異 とみな し,京師

の市の畔に詞をたて,これがのちに李太祖に

よって城 陛大王 として祭 られた という｡また

『越旬幽霊集』の ｢贋利｣によれば,李太宗

(李朝 2代,ただ し李太祖の誤 とすべ きか)

が- ノイに都を復建 した時,東市の近 くに龍

皮神f両があり,その霊力を知 ると喜び,これ

を ｢主事神｣ と判断 し ｢贋利王｣に封 じた ｡

また新年に福を祈 るための祭 りを催す ことに

した という｡ また 『大南一統志』[河内省 :

両廟]の ｢白馬弼｣の 項によれば,10) 李太祖

が昇龍 に遷都 した折に,城を築 くとす ぐに崩

れて しまったので,龍月土神に祈蒔することを

10) 『大南一統志』には 『越旬幽塞集』よりの引用

とあるが,筆者のみる限り,後者にはこれに該

当する記載はないように思われる｡
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命 じたoす ると白馬が両 より出で,一周 して

のちに岡に入 って消えた｢)その足跡に従 って

城を築いた ところ,崩壊がとまった ｡ そこで

これを ｢昇龍城隆之神｣ と して祭 り,歴朝は

｢贋利白馬最蛋上等神｣に封 じたという｡こ

れによれば,龍月土神岡 は白馬両 と呼ばれてい

たことがわかる｡11)白馬両 は皇城外の東方,

蘇涯江の南岸に位置 している [洪徳版囲 :中

都]｡

つまり龍度 (舵)神 は,もともと皇城外の

東市の畔にあった神岡であって,民間に信仰

されていた ものが,李朝に至 って城 陛神 とし

て宮城内の濃山にも祭 られた らしいことがわ

かる｡12)

- ノイ城 陛神 は,独立ベ トナムの支配者に

とってその都城を守護する神であったととも

に,一般庶民にとっての守護神で もあった ｡

また この神 は,単に-ノイという一都市の守

護神であったにとどま らず,さらには王朝の

永続 と,内朝 と外郡の泰和,すなわち王国の

領域全体の泰平を も見守 る守護神 としての性

格 も多分に持 っていた｡13) 東市の龍度王の神

ll) 『北城地輿誌録』[同寺:白馬飼]にも,｢奉示巳

竜月土神君｣とある｡ベトナムや 中国の占星術
や伝承における龍と馬との密接な関係について

は,松本 [1933:1013-1014], 明石 [1935:
354-357],山本 [1941:934,942注8]｡

12)濃山の龍月土神が逆に東門外の神岡に移転 (とい

うよりはむしろ分)ii巳)されたとみなす見解もあ

る [TranQuocVuong;NguyenVinhLong
1977:27]｡

13)確かに,ハノイ西北 30km の山西省 ｢傘囲山｣

と,-ノイの東辺を貫流する紅河が, それぞ
れ山と川を代表する nationalgodsとみなさ

れていた [TranQuocVuong;NguyenVinh
Long 1977:19]｡特 に傘円山は 『大南一統
志』[山西省 :山川]によれば,古くより ｢我
国之銀山｣とみなされ,山頂に両がたてられて
おり,院朝期に至っても ｢北折之銀山｣とみな

されていた｡しかし,1397年陳朝末期に胡季犀
が清化府-の遷都を強行しようとした時に,こ
れに反対して上害した院汝説の言葉の中には,

｢今龍旺之地,傘固乏血 渡碍之河, 高深平●●●● ●●●● ●●●●
闘O自古帝王開基立国,莫不以馬根固砥｡宜依
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岡には, 陳光啓 の題詩 が掲げてあったとい

う√｢その最後の 2行には ｢願使飴威清北蓮,

頓令宇宙兼昇平｣[題旬幽霊集 成利]とあっ

たという｡14)すなわち陳朝期の宰相に して元

の侵略軍 と闘 った功将陳光番が,龍度神に対

して,中国の侵略を排除 し,天下の安泰を も

た らすことを祈願 したのである｡15)

中国人支配者の大羅城 と李朝の昇龍城は,

ともにハノイの地におかれた｡ しか し,その

両者の問には決定的な断絶があった｡ そのこ

とを説話の記述者は,-ノイの土地神に対す

る,それぞれの関係のあり方の相違 として象

徴的に語 る｡ 他方,現代のハノイの歴史学者

チャン ･フイ ･リェウ氏は,より明確な政治

的表現の中で,その点を指摘する｡ すなわち

同氏によれば,中国人支配者の建設 した城砦

は,ベ トナム人の反乱を鎮圧するための軍事

的拠点にすぎず,そこには一般都市住民が包

含 されていなかったと論ずるのである[Trまn

HuyLieu 1960:15]｡つまり,中国人支配

者の城砦は,基本的にはベ トナム民族の利害

に敵対する存在であったとみな し,ベ トナム

独立王朝の建設 した都城 との性格的な相違を

強調 しているのである｡

於前事｣ (傍点引用者) とある [大越史記全書
本紀巻8:陳紀四光泰十年]｡ここでは傘円山,

櫨江 (紅河上流),碍河 (紅河本流)とともに,
｢龍壮之地｣が並列されていることに注目した
い｡

14) 『嶺南赦怪侍』｢龍度王気侍｣によれば ｢伏願
徐威除北冠,頓然宇宙索然清｣｡

15)なお濃山に関しては,『大南一統志』[河内省:
山川]に ｢李太祖定都建正殿於其上,梁島敬天
殿｣とあり,すでに李太祖によって山上に神殿

がたてられ,のちに袈朝期に敬天殿と名づけら
れたことがわかる｡敬天殿では皇帝が重臣たち
と国事を論じたという [TranQuoc:Vuong;
NguyenVinhLong 1977:45]｡かくして昇
龍城陸神は,地中と気を通ずる霊山に祭られ,
それは蘇遮江神と龍月土神の合体したものであ
り,そこにたてられた神殿は敬天殿と名づけら
れたことになる｡ここには天地山川,あるいは

龍などの諸要素が揮然と存在している｡

中国人支配者の建設 した城砦に対するこの

ような評価は,現代のベ トナム人史家のみな

らず,前近代期のベ トナム人史家にも共通 し

ている｡ すなわち 『大越史記全書』[外紀巻

5:唐長慶四年]では,唐 の都 護 李 元 嘉 が

824年に,｢以城門有逆水,恐州人多生叛意,

因移今城駕｣ とあって,洪水を避けるために

ハノイ城の位置を移 したことを記 している｡

しか し,その洪水対策 も,住 民 の福祉 を望

むためのものであったというよりは,む しろ

治安対策の一貫 (｢恐州人多生叛意｣)として

発想 されていた とみな しているのである｡

また, 同書の 858年の項 [同上書 :唐太中十

二年]には,交州経略都護使王式について,

｢有才暑,至府,樹芳木馬柵,深塑其地,氾

城中水,整外植刺竹,冠不能冒｣とあって,

｢冠｣が侵入できないように府城の防御を固

めたことが特記 されているのである｡ 後藤均

平氏 も強調するごとく [後藤 1975:217以

下], ベ トナムは すでに 6世紀ごろか ら実質

的な半独立状態 にあり, 交州刺史に任命 さ

れた中国人官吏は,実際には任地の交州に足

を踏みいれ られない状況か恒常化 していた｡

惰 ･唐期になるとその傾向は ます ます 強 ま

り,たまたま交州に着任 し得た 中 国人 官吏

も,自分の治所を固 く防御 し,ベ トナム人の

反抗に備えねばな らなかったのである｡ ここ

において ｢城｣ は, 中国人 の植民地支配 の

ための軍事的拠点にはかな らず,城外の民 と

敵対的な関係にたつ｡ また,桜 井 由窮 雄 氏

[1976:159]の指摘するごとく,弓削白儀や張

舟の羅城建設,増築 (本稿 100ペ-ジ)が,

北西方の南詔や南方のチャンバを攻略するた

めの前線的な城砦の確保を企図 していたこと

にも,注 目する必要があろう｡

Ⅱ

独立ベ トナムの諸王朝にとって,その都城
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建設 と経営は,独立の維持 と王権の維持のた

めの不可欠の構成要素であるとともに,その

象徴で もある｡都城建設においては諸宮殿の

建設 とともに,城壁の建設 と維持が重要な意

味を持つ ｡ 城壁は,外敵の攻撃を防ぎ,その

城内に存在す る富と住民を守 り,政治権力を

守 るための軍事的な機 能 を具 現 す る｡ しか

し,それとともに城壁は,政治的な権威を象

徴する存在で もある｡ 安陽王の都城建設に関

して 『大越史記全書』[外紀巻 1:萄紀]は,

｢其城築華旋崩｡王患之,乃斎戒藤子天地山
iコifil

川神砥,再興功築之｣ と記 している｡ すなわ

ち,最初の城が築 きおわったのちに崩壊 して

しまうと,王はこれを患い,斎戒 して天地山

川神祇 に祈痛することによって,その再興を

期 したのである｡ 城の崩壊は,物理的な現象

としてのみな らず,む しろ天地山川神祇 の全

ての霊力を総動員 して守 らねばな らぬ王権そ

のものの危機を象徴 して もいたであろう｡ ま

た,上述の白馬洞の故事が伝えるごとく,新

王朝を開いたばか りの李氏が,城を築いて も

ただちに崩れて しまう事態 を前 に して,龍

月土神岡に祈南 したのも,事情 は同 じで あ ろ

う ｡

政権の交代は,時として首 都 そ の もの の

変更を伴 う｡ 胡季産がその政 権 某 奪 に際 し

て,事前に首都を清化府に遷することを強行

した事情は, 上に述べた｡ また 1802年, 短

命な西山政権を打ち破 って院 朝 を 創始 した

嘉隆帝は,昇龍城を捨てて,院 氏 の根 拠 地

たる富春,すなわちフエ (Huを)に都をおい

た [PhanThuをnAn 1973;Phan Tu'o'ng

1978] ｡ 院朝が, かつての帝都ハノイに対 し

てとった措置は,都城その もの,とりわけそ

の城壁の持つ象徴的な意味を,みごとに証明

していると思われる｡

すなわち嘉隆帝は,即位間 もな く従 来 の

-ノイ城すなわち昇龍城 の改 築 を命 じて い

る｡16) ヴ ォーバ ン式 (Vauban)の城砦 として
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完成 した新城は,その名前を昇龍城か ら昇隆

城に改め られた｡17) ベ トナム人史家は昇龍城

改築の意味を,従来の-ノイ城が広大にすぎ

たためにこれを破壊 し,これにかえて,院朝

の新都 フ工よりも小規模のものに作 りかえる

ことにあったと説明 している｡18)また昇隆城

-の改称について も (龍 と隆 とはベ トナム語

で同音), 皇帝を象徴する龍の字を -ノイに

冠することを避けるためのものであったと評

価する [HoangI)aoThdy 1974:ll;Trまn

HuyLieu 1960:81;TramQuocVuong;

NguyenVinhLong 1977:53]｡ そ もそも

1010年に李太祖が昇龍の名を - ノ イに冠 し

た由来は, ｢秋七月,帝 白華開城, 徒都子京

府大羅城｡暫泊城下,黄龍見干御舟｡因改其

城, 日昇龍城｣[大越史記全書 本紀巻 2:

李紀一旗成JTB天元年],｢初王以華開城淋院,

16) 『大南楚録正編第一紀』嘉隆2年 (1803年)春

正月 [巻20:4]に ｢築昇龍城｣とあり,『国史
遺編』 [嘉隆朝]芙亥2年 (1803年)8月には

｢改築昇龍城 甲子夏起功乙丑秋成功｣とある｡ これ
によれば,1803年に改築の命令が出され,1804
年 (甲子)に着工,1805年 (乙丑)に完成した
ことになる｡『大南一統志』[河内省:城池]に
よれば,河内省城は嘉隆3年 (1804年)に廷
臣が ｢改修｣を ｢奏請｣し,4年 (1805年)に
｢命官督築｣とあって,前述の記載とは1年ず

つ食い違 う｡

17) 『国史遺編』[嘉隆朝]の項 (注16参照)には,

｢三年事完,建石碑干旗柱下,侃改昇龍日昇
隆,取昇平隆盛之義也｣とあり,改称を嘉隆3

年 (1804年)のこととするが,他方 『大南冥
録正編第一紀』では嘉隆 4年 (1805年)8月
[巻27:7]の項に ｢改昇龍城馬昇隆城｣ とあ
り,やはり1年ずれている｡ベトナム人史家は
後者の記載に従っている｡

18)ただし,『大南裏鉄正編第一紀』嘉隆2年春正
月の項 [巻20:5]には,前述 (注16)の記載
に続けて ｢帝以城制窄狭欲加寛贋｣とあり,こ
れとは逆のことを改築の理由としてあげてい
る｡しかしながら,ベトナム人史家の考証によ
れば,袈朝期の皇城の囲む地域の面積は,李 ･

陳朝期の皇城の2倍,院朝期の河内省城の3倍
であったといい [TranHuyLieu 1960:58],
以上の嘉隆帝の言は事実と反していることとな
る｡
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乃遷都大羅城,初遷時泊舟城下,黄龍見於御

刺, 因競昇龍｣[越史略 巻 2:院紀太租班

成] とあるように,遷都時に黄龍がたち昇る

のを帝がみたことに始まる｡ 龍は古 くよりベ

トナムにおいても王権を象徴するものであっ

て [山本 1939;1941], 上にみた 李太祖に

まつわるエピソー ドも,-ノイが新たな帝都

たることを黄龍の存在によって象徴的に示 し

たものにはかならない｡院朝の創始者がハノ

イの城名か ら龍の 1字を抜いた意味は, した

がって上述のベ トナム人史家の解釈に従 うの

を妥当とすべきであろう｡

さらに院朝の嘉隆帝の後継著明命は,1835

年に河内省城 (すなわち昇隆城)が,朝廷の

定めた規格に比 して高すぎるゆえをもって,

その削減を命 じている｡ ベ トナム人史家は,

これを昇隆城がフ工の城壁よりも高かったか

ら,それを是正するための措置であったと強

調する [TrまnHuyLieu 1960:82]｡19)

これ ら一連の事件は,院朝 の新政権 が,

-ノイにはすでに皇帝が存在せず,かつ帝国

の中心がフ工に移動 したことを,意味論的に

も (昇隆城-の改称), あるいは物理的にも●

(改築-規模縮小, 城壁の高さの削減), 具

体化せんとする意思を明白に示 したものには

19)『大南一統志』[河内省:城池]に,明命16年
(1835年)｢城身過高,量減一尺八寸｣ とある｡

また 『大南実録正編第二紀』明命16年春3月
[巻 146:22]の項にも,｢改修河内省城令省臣
雇穣兵民削減如式以符定制原城身高一丈三尺改鵠高
一丈一尺二寸｣とあり,-ノイ城が規格よりも高

すぎたゆえをもって,それを削減したことが記
されている｡ただし,削減前の-ノイ城がフ工

のそれより高かったか否かに関しては,いま少

し検討の余地がある｡すなわち義隆年間に建設
されたフ工の宮城は高さ9尺2寸,皇城は 1

文5尺であって [大南楚録正編第一紀 巻24:
1],皇城の高さは河内省城の削減以前のそれを

すでにしのいでいる｡他方 『大南一統志』 [京

師:城池]によれば,皇城は高さ1文5寸であ

って,これは削減後の河内省城の高さにも及ば
ない｡

かな らない｡

都城が支配者の意図を体現 し,その権威を

象徴するものである以上,政治権 力 の移行

は,また時として都城の外観や王宮の配置の

変化をももた らす｡裂朝 (1428-1789年)は,

16世紀はじめに莫氏の一時的な纂奪にあって

から衰退 し,その実権は北部ベ トナムの-ノ

イに根拠をお く鄭氏と,中部のフ工に本拠を

お く持元氏の手に移った｡ハノイ-昇龍は,名

目化 した裂朝の帝都 として存続するが,ベ ト

ナム北部における政治的実権が鄭氏に移行 し

た事実は,-ノイ城の外観にも変化をもた ら

した｡すなわち,1599年鄭氏は,-ノイの皇

城外の南方に王府を開いたが,自分の王府が

-ノイの中心に位置することを明示するため

に,王府の東にあるグォム (Gu'O'm) 湖を左

望湖,西にある トウイクァン (ThdyQu負n)

湖を右望湖 と称 した ｡ また,王府およびその

周辺には各種の建築物が整備されていったの

に対 して,袈朝皇帝の宮城は荒廃するにまか

せ られたのである [Hoang王)aoThdy 1974:

10-ll;Tram QuocVuong;Nguyen Vinh

Long 1977:41-43]｡

Ⅳ

上にみてきたように,都城 にお け るその

城壁の存在は,支配者の政 治 的権威 を象 徴

する｡城壁の維持は,ベ トナムの政治的独立

と王権の存続を象徴する｡ また,皇帝の住ま

う首都の城壁は,国内のいかなる都市の城壁

よりも高 くそびえたち壮大でなければな らな

いD

だが,それとともに城壁は,政治権力者の

被統治者に対する態度を も象徴する｡ 皇城を

囲緯する城壁は,その存在によって,世界を

内外に分断 し,被統治者の世界か ら,城壁内

の皇帝の生活圏と政治 ･儀礼のセ ンターを切

り離す｡城壁は,か くして外部世界 との隔絶
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を象徴 し,また時として外部世界との顕在的

･潜在的な敵対を象徴する｡ だが,それはコ

インの一面にすぎない｡ 他方 に お いて城 壁

は,その 4面に門が設けられていることによ

って,内外の交通がそもそもの最初か ら前提

とされているのである｡ 城壁の存在は,その

内部空間の完全な閉鎖性 と排他性 と自己完結

性を決 して意味 しない｡ただ外部 との交 通

が,城壁内の権力者の意図と統制に服するだ

けである｡城門の開閉が城内の人間の意思に

よって決定されるように｡

-ノイ-昇龍城は,三重の城壁に囲緯され

ていた｡一番内部は宮城と呼ばれた｡ここは

皇帝および官女の生活圏であり,皇帝の政治

的 ･儀礼的活動のセンターであった｡その外

側に皇城があって,諸官街がたち並んでいる

[TrまnHuyLieu 1960:23ff.;Tran Quoc

Vuong;NguyenVinhLong 1977:21ff.]｡

昇龍城は唐代長安の制にな らったものの,皇

城は長安のごとく規則正 しい長方形を してお

らず,東西に細長い不整形を している [桜井

1976:159]｡また,長安にあっては皇城 と宮

城が南北に並列する形 となっているが,20) 罪

龍城においては京城が皇城の中に包含される

形 となっている｡ 昇龍の皇城の城壁 は最初

土塁であったが,のちに煉瓦とされ,さらに

外側に水濠が掘 られ,それは蘇淀江に通 じて

いた [Tran QuocVuong;NguyenVinh

Long1977:21;VietnameseStudies 1977:

67-68]｡皇城には東西南北に 4門が設けられ

ており,それぞれの門外には,市が設けられ

ていた [TranQuocVuong;NguyenVinh

Long 1977:22,26;VietnameseStudies

1977:66]｡ 皇城の門外に出ると, そこには

一般庶民が生活 し,生産活動を営み,商業活

動に従事する空間が広がっている｡ この空間

20)唐の長安城については,佐藤 [1971],西嶋
[1981:137以下],宮崎 [1962]などを参周さ
れたい｡
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は京城 と呼ばれ,その周囲には土塁が築かれ

ていた｡それはハノイの町を洪水か ら守る堤

防としての機能を持 っていた｡ 京城の土塁は

上述 したごとく (本稿 101ページ)1014年に

はじめて建設され,その後いくたびかの補強

がなされた｡総延長は 30km 以上,高さは7

-8m に及ぶ ところもあり,最頂部での幅

は 10m 以上あって,馬車の通行 も可能であ

ったという [TrまnHuyLieu 1960:23ff.;

Tram QuocVuong;Nguyen Vinh Long

1977:19-20;VietnameseStudies 1977:

67-68]｡

ハノイにおける皇城 とその外部の京城 との

対比は,陳荊和氏の次のことばによって明解

に要約されている｡同氏は,17世紀のヨーロ

ッパ人来訪者の観察に基づきつつ,-ノイが

ふたつの区画に敢然とわかれていたと結論づ

ける｡ ひとつは城壁を巡 らした王宮,すなわ

ち袈朝の皇帝と実際の政治権力を掌握 してい

た鄭氏の諸官庁の区域であり,正式に ｢昇竜｣
トンキン

または ｢東京｣と呼ばれた部分である｡ 他方

は王宮の束辺にある無数の貧 弱 な家屋 の衆

落であり,俗名を K占Ch9'と呼び,その周

囲には城 壁 が設 け られ て いなか った [陳

1970:4-5]｡21) KeChg は王宮の東側,蘇

淀江の両岸沿いに紅河畔まで続いていた街区

であるとみなされるが,この周囲を巡ってい

たはずの京城の外観が堤防であったために,

17世紀の外国の観察者たちはそれを城壁 とみ

なさなかったのであろうか｡K色Chgの k昌

21)ウッドサイド氏 [Woodside 1971:1271は,

院朝期のフエに関して,支配者が中国式の壮厳
さの模倣を心捲けたにもかかわらず,その模倣
は,non-bureaucraticな庶民にとっては無縁

なものであったとして,以下のごとく結論して

いる｡"TheSin°-Vietnameseimperialdream
coexisteduneasilywiththeSoutlleaStAsian
markettown."本稿で以下に検討するように,
thanh と thiとの複合としてベトナムの ｢ま
ち｣を位置づける際,ウッドサイド氏のこのよ
うな視点も勘案する必要があろう｡
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は集落の意であり [同上論文 :2-3],chg'は

市場の意である｡

ハノイのまちを,城壁に囲まれた王宮 と,

城壁に囲まれていない K昌Chp'との,ふた

つの質的に異なった空間の並存 と して捉 え

る,このような議論は,グェン ･タィン ･-

ヤー氏の次のような議論と対応 して興 味深

い｡‥ヤー氏は,ベ トナムの都市の特徴を,

thanh-th主というベ トナム語の中に象徴的に

示 されていると論ずる｡Thanhは ｢城｣であ

って,｢防備を施された囲いによって 構成 さ

れる本元的な核｣に相当 し,t恒 は ｢市｣で

あって,それは ｢もうひとつの基礎細胞にあ

たる｣[NguyenThanhNha 1970:120] ｡

Thanh-thi(城市)は, いうまで もな く漢起

語であって,中国においてもともと城壁に囲

まれた都市を意味する語 として用いられてい

た [大室 1981:4;諸橋 1976:183]｡) ほ

かに現代ベ トナム語には都市を示す語 として

thanh-pha がある｡ これもふたつの漢題 字

の組合せであって,｢城舗 (錦)｣となるであ

ろう｡ この表現方法は,あるいはベ トナム人

の創意工夫になる漢越言吾であったか もしれな

い｡

いまはこれ以上の吉全索はお くとして,ここ

で注 目すべきなのは,ベ トナム人が ｢まち｣

を,thanh という言葉に体現 され る政 治 的

な機能を第一義 とするものと,thiない しは

pha という経済的な機能を第一義 とす る も

のの合成 として,観念 しているらしいことで

ある｡

あ るい は言 葉 を か え て いえ ば,都 市 は

｢城｣の建設に端的に示 されるどとく,政治

権力者の意思が体現 されており,また城壁に

よって堅固に防備されることを常 とす る行

政 と儀礼のセ ンターを中核に持つD しか し,

それと同時に,都市は ｢市｣ない しは ｢舗｣

(鋪)の存在に象徴 されるがごとき,民衆全

体の経済活動,生産活動を包含する存在 とし

てある｡

このような考察を,先にあげた陳荊和氏の

指摘 と勘案することは,きわめて興味深い｡

-ノイは,城壁に囲まれた王宮 と,K昌Chヴ●
すなわち市場の区域 とによって構成されてい

るのである. 巨元朝期のフ工の外観に関 しても

同様のことがいえそうである｡ フ工は,宮城

(禁城)を中心に,その外側に皇城,さらにそ

の外側に京城が築かれ,京城の部分がヴォー

バ ン式の城砦をな している [大南一統志 京

柿 :巻頭地図]｡ 宮城は皇帝および 妾妃の生

活圏であり,皇城は皇帝による政治と儀礼の

セ ンターであり,京城には諸官街が設けられ

ていた ｡ 京城の規模は小 さく,唐の長安や昇

龍時代の-ノイのどとく京城内に大市街区域

が発展 したわけではない｡ しかも,京城 自体

がもっぱ ら官衛のための空間として用いられ

ているのである [同上書 :城池]｡京城には一

般庶民のたちいりが許され [Bn'u K81967:

9],また若干の市 も設けられていたようでは

あるが,22) フ工の場合, 庶民の居住区や市舗

街は, む しろ城外に発展 していった｡ 『大南

一統志』 [承天府 :舗市] をみると嘉会 舗,

東嘉舗,東会舗,営市舗,東門舗,場銭舗,

東嘉市が,京城外の東ない しは東南に設けら

れていたことがわかる｡つまり,ここでもフ

工は,京城 ･皇城 ･宮城 というもっぱ ら政治

的機能を営む区域 と,その城外の市ない しは

補の集合体 とに二分されている｡

これは帝都 フ工に限 らず,院朝期の他の大

都市にも妥当すると思わ れ る｡例 え ば南定

(Nam 王)主nh)の場合, ヴォ～バ ン式の城 砦

の外側に市街地の発展 していることが,アガ

ール氏の地図より看取 される [Agard 1935:

22) 『大南一統志』 [京師:寺観富春テ仕事]に ｢在
京城内先農壇之北,膏富春社民構立把社内蛋
神｡本朝嘉隆初築京城,聞入城内許民竹 (偽か)
膏奉事毎年六月所安樫,官給之鏡｡ (中略)辛
之西有市,菌名富春市,明命年間改馬西線市,
今磨｣とある｡
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267]｡

つまりベ トナムにおける ｢まち｣は,(1)壁

固な城壁 (と水濠)に防備 された政治 ･儀礼

セ ンターと,(2)庶民の生活圏,経済圏 とに裁

然 と区分 されてお り, しか も両者が一対 とな

って ｢まち｣を構成 しているのである｡23)

都市の第 2の区域,すなわち一般庶民の生

活圏,経済活動圏は,一方において国家権力

の統制 と整序 の対象 とされ るO ハ ノイの Kる
Ch¢ は,拷 (phu'bhg) と呼ばれ る区域 と,

庸 (舗)(pha)と呼ばれ る街路 よりな ってい

た ｡24) 李 ･陳朝期の坊に関 しては, 『大越史

記全書』[本紀巻 5:陳紀-建中六年]に ｢定

京城左右件坊,倣前代馬 六 十 一 坊, 置評 泊

23)無論ベトナムにおいても,行政 ･儀礼センター
としての機能を持たない,純粋の商業都市の存
在が,全 くみられないわけではない｡17-18世
紀の政治 ･経済を分析した著書の中でグェン･
タィン･ニヤー氏は,首都や省都など行政的

中心地に発展した都市を villes-Citadellesと呼

び,これとは項目を別にして villes-marchesの

存在していたことを指摘する [NguyenThank
Nha 1970:120比]｡後者は経済的な発展を

基礎として ｢自発的｣に形成 されたものであ
り,ちょうど中国における ｢市鎮｣に相 当す

る [ibid.:124]｡しかし,ベ トナムに発展した
｢市鎮｣としてあげられているのは,中部ベト

ナムの会安,南部の河膚,北部の舗憲,雲屯な
どであって [ibid.:122-126],要するに華僑の
｢まち｣ないしは国際交易のための商港として

の性格が強い｡ ただし, このことは, ベ トナ
ムにおいて自然発生的な国内交易の発展が,行●●
政的 ･政治的な性格からは自立した独自の ｢ま●●●
ち｣を形成する程度までには至 っていなかっ
た, ということを示すと結論づけるべきではな

いであろう｡そう解釈するよりも,むしろウッ

ドサイド氏の指摘するどとく,ベ トナムは中国
に比べてはるかに領土が狭いにもかかわらず,

行政的には中国にならったために,中国に比し
て地方の末端レベルに至るまでの行政的コント
ロールの浸透度が高かった 【Woodside 1971:
Ch.3]がゆえに,自然発生的な商業都市が商

業都市のままで存続し得る余地が少なかったと
解すべきなのではなかろうか｡

24)例えば D6ngThanh坊の場合,それはさらに

hangDらng(鍋),hangVai(布),hangBat
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司｣ とあり,これより李 ･陳朝期を通 じて坊

の数が61あり,坊は政府によって設定 され,

その監督官庁 として評泊司の お か れ た こ と

が判明す る [陳 1970:7]｡坊の数 は黍朝期

になると36となった25)が [同上論文 :7-8;

TrまnHuyLieu 1960:63],この 時期の行

政制度をみると,京 師の区域は奉天府 と呼ば

れ,その長官は府声●と呼ばれた｡ 府は蘇涯江

以南の寿 昌県 と以北の広徳県にわかれ,26) そ

れぞれに坊が18ずつおかれた｡各坊には坊長

がおかれた｡ また16世紀末には総 (t6ng)の

制度が導入 され,寿 呂県には八つの総がおか

れた [ibid.: 63-64; Vietnamese Studies

1977:69]｡ このように して, 坊は国家権力

によって設定 され,また首都における行政組

織の下層に組み込まれたわけである｡また,

前述のごとく李朝初期には ｢西街市を創立 し

た｣ ともあり,国家権力がハ ノイにおける経

済活動を積極的に統制,整序 しようとしてい

た ことが窺える｡確かに,都市における手工

業や商業の発展 は,国家ない しは王侯貴族 と

(筆),hangPh色n(みょうばん)の各膚,およ

び D6ngThanh市場 (chg)を有する D6ng
Thanh村 (than) より構成 されていた [Le
VanLan 1977:200].

25)陳荊和氏 [1970:7]は,｢坊｣は ｢勿論中国に
おける古来の用法と同じく,京 師の区画の単
位｣であるとするが,｢坊｣が一般村落名に用
いられる用例は,ベトナムにはかなりあったよ

うである [桜井 1975]｡ また, ベトナムの研

究者は,坊や庸 (舗)が首都の昇龍以外の都
市にも用いられたと指摘する [L合 Ⅴ畠n Lan
1977:199;VietnameseStudies 1977:69]｡

なお彼らは,村落内に商人や手工業者 の同業
組織たる坊会 (phu'&nghei)が存在した こと

を指摘している [LeVanLan 1977:199;

Pham V孟nKinh 1977:2271228]が,都市
の ｢坊｣とこれら農村の ｢坊会｣の間には,語
源的に何らかの関連があるのであろうか｡

26)東西に貫流する蘇澄江によって, 2県が南北に
二分されていることは,『洪徳版囲』[中都]に
よって窺われる｡桜井氏 [1976:160]は,蘇

澄江が唐長安の朱雀大街にみたてられていたと
論ずる｡
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い った政治権力者の意思 と必要性に対応す る

側面を持つ O

だが,都市における経済的機能を,一義的

に国家権力の創造物であるとみなす ことは,

妥当ではないであろう｡

陳荊和氏 [1970:5-6]は, 17世紀 英国商

人の記述に基づ きつつ,｢K昌一chP'が数多の商

区か ら成立 ってお り,各商区別に異な った商

品を扱 っていること｣,｢各商区がそれぞれ,

一つ又 は若干の村落 に専属 し｣, ｢特定 村落

の住民のみが,その商区で店を出す権利を保

有 している｣ ことを指摘す る｡27'- ノイの坊

や舗 (庸)の名称 は, しば しばその区域内の

住民の大部分が従事す る手工業や商業に従 っ

て名づけ られた [Hoang I)aoThdy 1974:

ll,48-49;VietnameseStudies 1977:69-

70] ｡28)またベ トナム人史家は,ハ ノイの手工

業が,農村における特定の手工業-の専門化

と密接に連動 していた ことを強調す る｡ つま

り,特定の専門技術を持つ特定の農村の出身

27)これはベトナム人研究者によっても再三引用さ

れている [LeV畠nLan 1977･.197;Nguyen
Thanh Nha 1970:116;Pham VanKinh

1977:220]｡

28)坊の例 としては TicllMa(ma-蘇),Trich
Sai(sai-薪),V6ngThi(v6ng-魚網)[Viet-
nameseStudies 1977:69-70],街婿坊 (婿

vai-反物)[陳 1970:13]などo無論坊の全

てが職業やとり扱う生産物,商品にちなんで名

づけられたわけではない｡江口坊,蓬池坊,戟

天坊などのごとく,地形や周辺の建造物にちな
む名称もあった [TranHuyLieu 1960:28] ｡

庸の例としては注24に列挙したもの以外 に,
hangDan (弦楽器),hangHam (棺), hAng
Trang(打楽器),hangKen(管楽器)[Hoang
D冬OThdy 1974:11],hangGal (蘇),hang
B6ng(棉),hangHai(靴),hangChi(糸)

libid.:48-49]などの各席があったo『大南一

統志』｢河内省 :市庸]にも,行商,魚繭,南

(一名行笈),行蒲,金銀,牲匠などの各庸名

がみえている｡なお,街路名に職業や商品の名
称を冠する実例は,中世以来のハノイのみなら

ず,少なくとも19世紀のサイゴ ン [Nguyen

ThanIlNha 1970:122]やナムディン[Agard
1935:266]にもみられる｡ただし, [玩朝期の

者が上京 して,- ノイの特定の手工業を営む

傾向が強か った [LeVえnLan 1977:195;

Pham VanKinh 1977:221]O これ らの手

工業者 は- ノイに永住せず,自分の出身村落

と往来す る流動性 が高か った [LeVえn Lan

1977:203-204]｡- ノイの庸坊 は,このよう

な出身村落 との結びつ きの強い人 々より構成

される同郷同業集団 としての傾向が強か った

とみな してよいであろう｡ 彼 ら手工業者 は,

- ノイにそれぞれの専門技術を もた らした と

ともに,その農村における生活のスタイルや

文化や信仰を も持 ち込んだ [ibid･] ｡29'また,

村落専業化 と生産 と販売の独 占の傾向は,交

易場所であるLIFの発達を促 し,SO〉KE:Chp'商

区における特定村落独 占権保有の現象 はその

反 映 で あるとみることがで きる [陳 1970:

ll-12]｡

首都フ工の坊や舗の名称に関しては,儒教的あ

るいは行政的な性格が顕著である｡例えば,戻

城内の坊名には忠順,富文,仁厚,保和といっ

た漢語が冠され [大南一統志 京師:官署],ま

た京城外の市舗街は第一坊,第二坊といった番
号によって呼ばれていた [同上書 承天府:捕

市]｡また,舗名たる東会,東門などは,隣接す

る橋や門にちなむものであった [同所]｡ この

ことは,これらフエの市街区に対する政権の統

制の強かったことを示すと解 し得るかもしれな
い｡

29)例えば,-ノイ市内にはそれぞれの出身村落ご

との亭 (dinh,村の守護神を祭り,集会所を兼
ねる)が設けられた [L仝ⅤanLan 1977:195,
200,206]｡また-ノイの庸坊は,それぞれ周囲

を生け垣に囲まれた独立した区画を形成し,そ
の外観は ｢一個の比較的大きな村落｣と異なら

なかった [陳 1970:7-8]｡また,その家屋も

農村のそれと大差はなかった [L仝Ⅴ畠n Lan
1977:204-205]｡

30)市の発展を論ずるためには,またベトナムにお

ける貨幣経済の発展をも考察せねばならないで

あろう｡ これに関しては,本稿既出の諸文献の

ほかに,藤原 [1959;1960;1968],Tru'♂ng
ThiYen[1979]などを参照されたい｡
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お わ り に

本稿においては主 と して,ベ トナムにおけ

る都市について,政治権力 (者) との関連 に

おいて検討を加えた ｡ 第 Ⅰ節においては,ベ

トナムの都市が,中国による植民地化の帰結

と して もた らされた外在的な存在では決 して

ないことを指摘 した ｡ 第 Ⅱ節においてほ,そ

の ことを, 中国人支配者 に敵 対 したハ ノ イ

城陛神 が,独立ベ トナムの支配者によって祭

られた ことに象徴的に示 されていると指摘 し

た｡ 第 Ⅲ節においては,政治権力者 に とって

の城壁および城壁都市の象徴的な意味を検討

した ｡ そ うして第Ⅳ節においては,都市が政

治的機能を持つ とともに,経済的機能を も持

つ ことを指摘 した｡ さらにその第 2の経済的

側面に関 していえば,一面 においては,政治権

力の統制 と整序 の対象 とされた とともに,他

方 においては,村落の自律的な経済発展 の結

果であり反映で もあった ことを指摘 した｡
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